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維持可能な伽藍建築の可能性

寺院施設を改築・新築が必要な状況であっても、なかなか踏み切れない状況が宗勢
基本調査の回答からも読み取ることができます。
伝統的な本堂が、地域の象徴となり、門徒の方がたに居場所を提供してきたことは

言うまでもありませんが、施設の維持が困難になってきている場合、できるだけ負担
を抑えた施設維持を可能とし、門徒の方がたにも大きな負担とならない建物が要請さ
れます。このような状況に応えられるように、下段１～４の条件のもと住宅メーカ各
社よりご提案頂いておりますので、ご検討ください。

１．建築面積：約100平米（30坪程度）	 ２．仕様：平屋、水回り無し
３．既存施設の滅却の経費は除く	 ４．屋内施設の経費は含まない

◎本堂等建築にあたり、「寺院振興金庫」による貸し付けが可能ですので、詳細につ
いては、157頁をご参照ください。

◎掲載図面は一例であり、各住宅メーカーからはその他の予算規模に合わせた提案等
もいただいております。

◎お問い合わせに関しましては、当部より各社へ取り次ぎをいたしますので、必ず寺
院活動支援部〈過疎地域対策担当〉へご連絡ください。

TEL　075-371-5181（代） 
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施工範囲は２府４県（京都・大阪・兵庫・和歌山・
滋賀・奈良）に限る

検索窓で
「過疎対策」を検索
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